
２国務大臣の演説・質疑の概要

（1）財政演説（平成13年度第２次補正予算）

　　　　　財務大臣　　　　塩川正十郎君　　　　　　　　　　　平成14年１月21日

　今般、さきに策定されました緊急対応プログラムを受けて、平成13年度補正予算（第２

号及び特第２号）を提出することとなりました。その御審議をお願いするに当たり、補正

予算の大要について御説明いたします。

　〔最近の経済情勢と緊急対応プログラム〕

　まず、最近の経済情勢とさきに策定されました緊急対応プログラムについて申し述べま

す。

　政府は、改革なくして成長なしとの基本的考え方の下、状況の変化に細心の注意を払い

ながら、各般の構造改革を積極的に推進することを経済財政運営の基本としており、昨年

10月には、構造改革を進めていく上で先行して決定、実施すべき施策を盛り込んだ改革先

行プログラムを策定し、これを受けて、雇用対策等に重点を置いた第１次補正予算を編成

いたしました。

　その後、米国における同時多発テロ事件の発生を契機に世界経済が同時不況に陥るリス

クが高まる中、我が国の景気は、生産、設備投資が減少し、個人消費が弱含むなど、一段

と悪化してまいりました。

　こうした経済環境の急激な変化に対応し、構造改革をより一層推進しつつ、デフレの進

行と相まって景気が加速度的に悪化することを回避するため、地域における基盤整備の要

請も踏まえ、政府は、去る12月、緊急対応プログラムを策定いたしました。

　同プログラムにおいては、構造改革に資する重点分野に注力して社会資本の整備を行う

こととし、都市機能の一層の高度化、国際化、環境に配慮した活力ある地域社会の実現、

科学技術、教育、ＩＴの推進による成長フロンティアの拡大及び少子高齢化への対応、こ

の４つの政策課題の下、民間投資の創出、就業機会の増大に資し、早期執行が可能で経済

への即効性が高く、緊急に実施の必要のある事業を盛り込んでおります。

　〔平成13年度補正予算（第２号及び特第２号）の大要〕

　次に、今般提出いたしました平成13年度補正予算の大要について御説明申し上げます。

　今申し上げました緊急対応プログラムを実施するため、一般会計補正予算については、

歳出面において、産業投資特別会計へ２兆5,000億円を繰り入れるほか、一般会計施行分

として1,392億円を計上しております。

　歳入面においては、安易な国債増発によることなく、日本電信電話株式会社の株式の売

払収入による国債整理基金の資金を活用するための国債整理基金特別会計からの受入金２

兆5,000億円のほか、一般会計施行分の財源として産業投資特別会計からの受入金1,326億

円を計上し、合計２兆6,392億円を計上することといたしております。

　これらの結果、平成13年度一般会計第２次補正後予算の総額は、86兆3,526億円となり

ます。



　また、産業投資特別会計補正予算については、社会資本整備勘定において、今申しまし

たように一般会計から２兆5,000億円を歳入として受け入れ、歳出として改革推進公共投

資特別措置２兆5,000億円を計上することといたしております。その内訳は、都市機能高

度化等対策費といたしまして6,278億円、環境配慮型地域社会実現対策費といたしまして

6,558億円、科学技術等対策費といたしまして8,720億円、少子高齢化対策費といたしまし

て3,444億円であります。

　以上の一般会計及び産業投資特別会計の予算補正に関連して、その他の特別会計予算に

ついても所要の補正を行うことといたしております。

　財政投融資計画につきましては、この補正予算において、国営土地改良事業特別会計に

対し、113億円を追加することとしております。

　なお、今回の補正予算を実施するため、別途、日本電信電話株式会社の株式の売払収入

の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を提出

し、御審議をお願いすることとしております。

　以上、平成13年度補正予算の大要について御説明いたしました。

　今回の補正予算は、経済環境の急激な変化に対応して、構造改革を推進しつつ、高い経

済効果が期待できる施策について緊急実施をするために編成したものであります。

　何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。



(2)施政方針演説

　　　　　内閣総理大臣　小泉　純一郎君　　　　　　　　　　　　平成14年２月４日

　〔はじめに〕

　小泉内閣に対する支持率が低下し、私の改革への姿勢が後退するのではないかと懸念す

る声があります。しかし、私の改革への決意は全く揺るぎません。引き続き改革に邁進す

るとの決意を持って、私は施政方針演説を行います。

　私は、就任以来、我が国が持続的な経済成長を取り戻すためには、経済・財政、行政、

社会の各分野における構造改革を直ちに断行すべきであるとの考えの下、国政に当たって

まいりました。今年は、構造改革が本番を迎えます。どのように改革を進め、また、国際

社会に対して、いかに責任を果たしていくのか、小泉内閣として国政に当たる基本方針を

申し述べます。

　昨年12月１日、愛子内親王殿下の御誕生という、国民ひとしく待ち望んだ慶事を迎えま

した。国民とともに、改めて御誕生をお祝い申し上げ、愛子内親王殿下の健やかな御成長

をお祈り申し上げます。

　21世紀こそ平和の世紀にしたいとの願いとともに明けた昨年、米国におけるテロの発生、

我が国近海における武装不審船の出没など、平和の維持、危機管理への取組が、現実の課

題として突き付けられました。我が国は、これに毅然として立ち向かうという決意を具体

的な形で明確に示しました。インド洋における活動に当たっている自衛隊員を始め、国際

社会の平和維持、国民の安全確保という尊い任務に当たっている諸君に対し、敬意と感謝

の意を表明します。安定した平和を実現するためには、国際協調主義に立って主体的に対

応することが何よりも大切です。今後、引き続き、緊張感を持って取り組んでまいります。

　今年は、ワールドカップサッカー大会が開催されます。大会期間中は、世界じゅうの注

目を集め、多くの人々が訪れます。日本に関心を持ち、日本について理解を深めてもらう

またとないチャンスです。我が国の文化伝統や豊かな観光資源を全世界に紹介し、海外か

らの旅行者の増大と、これを通じた地域の活性化を図ってまいります。この大会が、経済

面への波及効果を含め、日本と日本人が元気を取り戻す機会となることを強く期待してい

ます。

　構造改革は着実に動き出しています。特殊法人改革、規制改革など、様々な改革がスター

トを切りました。必要な予算も編成しました。今年は、動き出した改革を一つ一つ軌道に

乗せ、更に大きな流れを作り出す改革本番の年です。そして、経済再生の基盤を築く年と

しなければなりません。この正念場を乗り切って、平成15年度から改革の成果を国民に示

し、平成16年度以降は民間需要主導の着実な経済成長が実現されることを目指します。

　昨年、内閣総理大臣に就任した当初、私が提案した様々な改革の実現は困難であろうと

思われました。実際には多くの分野で改革が進みました。今まで慣れ親しんできた制度や

慣行と決別し、新しい時代の要請を柔軟に受け止めなければなりません。

　経済情勢が厳しさを増しつつあり、多くの方々が困難に直面している中にあって、小泉

内閣の掲げる改革なくして成長なしとの方針は多数の国民の支持を得ています。この国民

の声をしっかりと受け止め、揺るぎない決意で改革に邁進します。



　〔経済財政運営の基本姿勢と金融安定化への取組〕

　平成14年度予算は改革断行予算です。5兆円を削減しつつ重点分野に２兆円を再配分す

るとの方針の下、公共投資やＯＤＡを１割削減しました。医療制度も思い切って見直しま

した。既定経費を基準にせず、歳出の効率化を進める一方、少子高齢化への対応、科学技

術、教育、ＩＴの推進などの重点分野に大胆に配分しました。特殊法人などへの財政支出

については、その事業を精査し、一般会計、特別会計合わせて１兆1,000億円を超える削

減を実現しました。

　これらの歳出面における努力や歳入面における税外収入の確保などにより、国債発行額

30兆円を守り、税金を無駄遣いしない体質へ改善するとともに、将来の財政破綻を阻止す

るための第一歩を踏み出すことができました。今後、歳出の見直しを進め、受益と負担の

関係についても引き続き検討を行いつつ、効率的で持続可能な財政への転換を図ってまい

ります。

　平成14年度の経済情勢は、引き続き厳しいものとなることが予想されます。平成14年度

予算と平成13年度第２次補正予算とを切れ目なく執行し、改革を断行する一方で、デフレ

スパイラルに陥ることを回避するために細心の注意を払います。政府は、日銀と一致協力

して、デフレ阻止に向けて強い決意で臨みます。

　平成16年度には、不良債権問題を正常化します。主要行に対する検査を強化するととも

に、整理回収機構による不良債権の時価買取制度などを活用しつつ、不良債権処理と企業

再建に積極的に取り組みます。金融情勢について十分注視し、金融の危機を起こさないた

めにはあらゆる手段を講じます。

　金融機関の経営の健全性を確保するため、株式保有制限を課するとともに、これに伴う

株式処分を円滑にするため、先般、銀行等保有株式取得機構を設立しました。

　ペイオフの円滑な実施に向けて、国民に対する周知に努めるとともに、金融機関に対す

る検査・監督など金融システムの安定化に万全を期します。

　１年前と比べると、製造業は37万人、建設業は21万人の就業者が減少しています。しか

し、この１年間のマイナス成長の中でも、サービス業の就業者は50万人増加しています。

　雇用を生み出す新たな市場、産業の育成と、ミスマッチの解消、セーフティーネットの

整備を引き続き進めます。平成13年度第１次補正予算を活用し、社会人の補助教員や森林

作業員など、地域の工夫を生かした雇用創出を目指します。また、中高年齢者の円滑な再

就職の促進などに取り組みます。今後は、雇用を分かち合うという観点からのワークシェ

アリングの実施に向けて検討を行うとともに、より柔軟な働き方が選べるよう、雇用期間

や労働時間に関する制度の見直しについて検討を進めてまいります。

　日本経済と地域の活力を支える中小企業を積極的に応援します。

　中小企業に対する保証・貸付制度の拡充や、個々の中小企業の実情に応じたきめ細かな

対応などを通じ、セーフティーネットに万全を期してまいります。

　逆境を乗り越え、変化に対応することによって、世界で屈指の地位を築いた中小企業が、

金型製造やＩＴ・医療関連など様々な分野で現れています。創造性や機動性に富む元気な

中小企業が、全国各地、各産業分野で活躍することが重要です。開業、創業を５年間で倍

増させるとともに、新しい分野への進出による経営革新を推進するため、人材育成、技術



開発、資金調達など、幅広い観点からの支援を実施します。

　〔構造改革断行の基本姿勢〕

　昨年、改革工程表として、500項目を超える具体的な政策と実施時期を明示しました。

今般、日本が目指す経済社会について「構造改革と経済財政の中期展望」を策定しました。

今後、さきの所信表明演説で明らかにした小泉構造改革５つの目標達成に向けて、強力に

施策を実施するとともに、時間の掛かる改革についても、広範かつ具体的な検討を行い、

長期の工程表を作成します。

　明確な方向性を持った改革が、需要を掘り起こし、事業機会をつくり出し、そして成長

を生む。こうした環境を整備することこそ、政府の役割だと考えています。既に、構造改

革によって、日本の経済の潜在的な力が動き出しつつあります。 7,000台を超える政府の

一般公用車を３年ですべて低公害車にするとの方針を明らかにすると、民間企業は低公害

車開発を加速しました。住宅金融公庫の廃止の方針を発表すると、銀行は住宅金融公庫よ

りも魅力的な商品の開発を始めました。さらに、郵便事業への民間参入の方針を示すと、

民間企業は設備投資と人材確保の検討に取り掛かりました。

　改革によって変わるのは、国や企業だけではありません。一番変わるのは、国民一人一

人の生活です。今後、暮らしの改革という視点に立って、身近な暮らしがどう変わるのか

ということを示していきたいと思います。

　〔努力が報われ、再挑戦できる社会〕

　私は、経済社会の主役である人が、能力と個性を発揮し、存分に活躍できる仕組みを備

えた努力が報われ、再挑戦できる社会の実現を目指します。

　税制の在り方は、経済再生の確固たる基盤を築くかぎとなります。平成14年度税制改正

では、連結納税制度を創設するとともに、中小企業関係税制や金融・証券税制について、

所要の措置を講ずることとしています。今後は、個人や企業の経済活動における自由な選

択を最大限尊重し、努力が報われる社会を実現するために、税制を再構築していくことが

必要です。そのためには、経済活性化をどのように支え、経済社会の構造変化にどう対応

するのか、中立、簡素、公平な税制をどう実現するのか、適切な租税負担水準や地方分権

にふさわしい地方税の在り方をどう考えるかなど、多岐にわたる課題を検討しなければな

りません。経済財政諮問会議や政府税制調査会において総合的に取り組みます。同時に、

与党における検討を始め幅広い国民的な議論を期待します。６月ごろを目途に基本的な方

針を示すとともに、当面対応すべき課題について年内に取りまとめ、平成15年度以降、実

現してまいります。

　努力が報われ、再挑戦できる社会を実現して、日本の経済、産業を活性化するためには、

国民と企業が自由に挑戦できる環境が必要です。様々な分野で徹底的に規制改革を進める

ことにより、雇用と市場の拡大による元気な経済社会と、安くて質の高い多様な財・サー

ビスを享受できる生活、暮らしを同時に実現してまいります。

　世界最高水準の科学技術創造立国の実現に向け、人の遺伝子情報の医療への応用、極め

て微小なレベルでの新材料開発など、最先端の戦略的研究分野に重点的に取り組みます。

あわせて、産学官の連携の推進、地域における科学技術の振興を図ってまいります。

　我が国は、既に、特許権など世界有数の知的財産を有しています。研究活動や創造活動



の成果を、知的財産として戦略的に保護、活用し、我が国産業の国際競争力を強化するこ

とを国家の目標とします。このため、知的財産戦略会議を立ち上げ、必要な政策を強力に

推進します。

　高速・超高速インターネットの加入者は、この１年間で、64万人から280万人へと爆発

的に増加しました。ＩＴ革命の進展を一層加速させるため、ネットワークインフラの整備、

未利用光ファイバーの利用促進などの規制改革、人材の育成、電子商取引に係るルールの

整備、情報セキュリティー対策、個人情報保護の推進などに取り組みます。国民がＩＴの

利便性を身近に感じられる情報家電の普及促進にも努めます。これらの施策により、すべ

ての国民がインターネットを通じて、自由かつ安全に、多様な情報と知識を交流できる世

界最先端のＩＴ国家を実現します。

　また、住民票やパスポートの交付申請などの行政手続を、原則としてオンラインで行う

ことが可能となる電子政府、電子自治体の実現に取り組んでまいります。

　努力が報われ、再挑戦できる社会は、明確なルールと自己責任原則に貫かれた事後チェッ

ク・救済型社会です。この新しい社会にふさわしい司法制度を構築し、国民にとって身近

なものとするため、早急に司法制度改革推進計画を策定し、改革を着実に進めます。裁判

の一層の迅速化を図るための制度や、法科大学院を中核とする法曹養成制度を整備すると

ともに、弁護士などの法曹人口を増やし、国民が裁判官とともに刑事訴訟手続に関与する

新たな制度を導入します。

　国民一人一人の人権が尊重される社会を実現するため、独立性の高い人権委員会を設立

し、弱い立場にある人権侵害の被害者を実効的に救済する新たな人権救済制度の整備を目

指す法律案を今国会に提出します。

　男女がともに個性と能力を十分に発揮できる社会の構築に向け、女性の新しい発想や多

様な能力を生かせるよう、様々な分野へのチャレンジ支援策に関する検討を進めてまいり

ます。

　〔民間と地方の知恵が、活力と豊かさを生み出す社会〕

　民間にできることは民間にゆだね、地方にできることは地方にゆだねる、この原則に基

づき、行政の構造改革を進め、民間と地方の知恵が、活力と豊かさを生み出す社会を実現

します。

　肥大化し硬直化した政府組織を改革し、簡素で効率的な政府を実現するためには、緒に

就いた特殊法人改革を一層強力に進めなければなりません。 163あるすべての特殊法人、

認可法人の徹底的な見直しを行い、昨年12月に特殊法人等整理合理化計画を策定し、平成

14年度予算に反映させました。石油公団、都市基盤整備公団、住宅金融公庫など17法人の

廃止、道路４公団など45法人の民営化など、計画の具体化に向け、法制上の対応を始めと

した必要な措置をできる限り速やかに講じます。あわせて、この改革の動きを促進させる

ため、評価、点検を続けてまいります。政府系金融機関の見直しについては、経済財政諮

問会議で検討し、年内には結論を得ます。

　真に国民本位の行政を実現するため、昨年12月に策定した公務員制度改革大綱に従って、

具体的な改革を着実に進めてまいります。特に、特殊法人などへの再就職に対する厳しい

批判を真摯に受け止め、３月までに役員退職金、給与の削減を決定します。



　３月までに、公益法人に対する国の関与を極力少なくするための見直しを行うとともに、

公益法人制度の抜本的改革に着手します。

　郵政事業については、平成15年中に国営の新たな公社を設立し、全国に公平なサービス

を確保しつつ、郵便事業への民間事業者の全面的な参入を可能にするための法律案を今国

会に提出します。郵政３事業のその後の在り方は、懇談会において引き続き議論を進め、

夏までには具体案を取りまとめる予定です。

　首相公選制については、有識者による懇談会を重ね、幅広い観点から議論をしていると

ころです。夏までには具体案を取りまとめることとしています。

　21世紀の我が国を豊かで活力あるものとするためには、地域がその個性や魅力を生かし

つつ、真の自立を達成することが不可欠です。 2,000を超える市町村が合併を検討してお

り、こうした流れを後押しするとともに、国と地方の役割や税財源配分の在り方の見直し

に取り組むなど、地方分権を一層推進してまいります。

　〔人をいたわり、安全で安心に暮らせる社会〕

　国民の抱く様々な不安を解消し、人をいたわり、安全で安心に暮らせる社会を実現する

ことは政治の責任です。

　我が国は、国民皆年金・国民皆保険という世界に誇るべき社会保障制度を作り上げてき

ました。今世紀、いまだ経験したことのない少子高齢社会を迎える中で、この優れた制度

を堅持し、長寿国家にふさわしいものに再構築していかなければなりません。

　特に医療制度は、厳しい医療保険財政の下、持続可能な制度にしていくため、改革が待っ

たなしです。患者、医療保険料を負担する加入者、医療機関の３者がそれぞれ痛みを分か

ち合う三方一両損の方針の下、聖域は一切認めず、これまでにない診療報酬の引下げ、高

齢者医療を始めとする給付と負担の見直しなど、思い切った改革を行うこととしました。

これを早期に実現するとともに、患者本位の医療の実現を目指し、診療情報や医療機関情

報の開示などの規制改革を推進します。

　また、先端科学の研究、予防や健康づくりに重点を置いて、総合的な健康対策を強力に

進めます。がん患者の治癒率の大幅な改善を目指すとともに、より多くの方々が健康で生

き生きとした老後を暮らせるよう、介護などが必要な老人や、心筋梗塞、脳卒中などの生

活習慣病の患者を大きく減少させる目標の達成に向け、健康増進の基盤整備を図るための

法律案を今国会に提出します。

　年金不安の解消に向けて、公的年金がその役割をしっかりと果たしていくことができる

よう、次期制度改正を平成16年度までに行うこととし、これに向けた本格的な検討を開始

します。

　BSE問題は、国民に食に対する不安を与えました。既に、食用として処理されるすべ

ての牛を対象とした検査を行っており、現在流通している食肉はすべて安全なものとなっ

ております。感染経路の究明については、引き続き全力を挙げてまいります。今後とも、

食肉を始めとする食の安全と国民の安心を確保するため、最善を尽くします。

　消費者の信頼確保を図るために、生産者と消費者の間に立ち、食と農の一体化を推進す

るとともに、農林水産業の構造改革を進めます。国際競争力を高めるため、消費者の求め

る安心、安全な農産物を安定的に提供し得る産地や、高度な技術、経営戦略を有した活力



ある農業経営体を早急に育成します。意欲と能力のある経営体に対し、経営の規模拡大や

法人化の推進などの施策を集中し、国内生産の高付加価値化などにより、生産から流通に

わたる構造を改革します。都市と農山漁村の共生と交流を引き続き推進し、農山漁村の新

たなる可能性を切り開いてまいります。

　昨年、交通事故死者数は20年ぶりに9,000人を下回りました。一方、犯罪は依然として

多発しており、国民の多くは治安の悪化に対する不安を抱いています。来年度、4,500人

の警察官を増員するとともに、職員の増強や鑑識機器の整備により出入国管理の体制を強

化するなど、総合的な治安対策に努力します。また、消防・防災対策に取り組むとともに、

災害による被災者への支援や、災害復旧・復興対策にも万全を期してまいります。これら

を通じて、「世界一安全な国、日本」の復活を図ります。

　〔美しい環境に囲まれ、快適に過ごせる社会〕

　地球温暖化問題への取組、都市の再生などにより、美しい環境に囲まれ、快適に過ごせ

る社会を子共たちの世代に確実に引き渡さなければなりません。

　緊急に対応を要する地球温暖化の問題に対しては、今国会における京都議定書締結の承

認と、これに必要な国内法の整備を目指します。また、米国の建設的な対応を引き続き求

めるとともに、途上国を含めた国際的ルールが構築されるよう、最大限の努力を傾けます。

９月に開催される持続可能な開発に関する世界首脳会議においては、環境保護と開発をと

もに達成すべきことを訴えてまいります。

　京都議定書の目標達成は、決して容易ではありません。国、地方公共団体、事業者、国

民が一体となり、総力を挙げて取り組むことが必要です。技術革新や経済界の創意工夫を

生かし、目標達成への取組が我が国の経済活性化、雇用創出などにもつながるよう、環境

と経済の両立を達成するための仕組み作りを目指します。あわせて、二酸化炭素の吸収源

として、健全な森林の育成や保全などに積極的に取り組みます。

　温室効果ガスの約９割がエネルギーの消費から発生する二酸化炭素です。このため、省

エネルギー対策、新エネルギー対策を強力に進めるとともに、二酸化炭素を排出しない原

子力発電を安全確保を大前提に着実に推進します。燃料電池は、水素をエネルギーとして

利用する時代の扉を開くかぎです。自動車の動力や家庭の電源として、３年以内の実用化

を目指します。また、電気事業者による新エネルギーの導入を促進します。

　日々の生活の中で何げなく使用しているエネルギーを減らすため、できるだけ省エネ型

製品を使用するなど、我々一人一人の生活を見直していこうではありませんか。政府も、

一般公用車の低公害車への切替え、食品廃棄物を肥料に再生利用するリサイクルの導入な

ど、身近な改革を進めてきました。今年は、中央官庁への太陽光発電装置の導入を約５倍

に拡充するとともに、政府が購入する環境に優しい製品の品目数を５割増しにし、グリー

ン購入を進めます。

　循環型社会の構築を加速するため、年間500万台に上る使用済自動車の持続的なリサイ

クルを行うための仕組みを創設し、ごみゼロ型都市のプロジェクトのうち、早期執行が可

能なものから緊急に事業展開を図ります。

　快適な都市づくりも緊急の課題です。民間の力を最大限生かして都市開発事業を推進す

ることは、都市の再生に加え、土地の流動化を通じた不良債権問題の解消を図る上で極め



て重要です。都市計画に係る規制をすべて適用除外とし、民間事業者が自由に事業計画を

立案できる新しい都市計画制度を導入するとともに、民間事業者に対する強力な金融支援

などを実施します。都市の魅力と国際競争力を高めるため、東京湾臨海部における基幹的

広域防災拠点の整備を始めとする都市再生プロジェクトを着実に推進します。

　〔子供たちの夢と希望をはぐくむ社会〕

　小泉構造改革５つの目標として掲げた社会に向けて、明るい未来を力強く切り開く担い

手は、人です。子供たちの夢と希望をはぐくむ社会を実現し、子供たちが、日本人として

の誇りと自覚を持ち、新たなる国づくりを担うことのできる豊かな個性と能力を持った人

間に育つよう、全力を尽くします。

　少人数授業や習熟度別指導の推進、教員の資質向上などにより、確かな学力の育成を図

るとともに、心の教育の充実を目指して、青少年が多様な奉仕活動、体験活動を行える環

境を整備し、学校週５日制の完全実施を踏まえた活動の場を拡大します。また、これから

の日本が世界とアジアの一員として貢献していくためにも、国際的に競争力のある独創的

な研究の推進や人材の育成など、知的基盤の拡大を図るための大学の構造改革を目指しま

す。

　文化芸術は、人々に感動や生きる喜びをもたらし、豊かな人生を送る上での大切な力に

なります。文化芸術創造プランを推進し、世界に通ずるトップレベルの芸術の創造、優れ

た新進芸術家を輩出するための環境づくりに努めるとともに、国民が文化ボランティアな

どにより、自ら積極的に文化芸術活動に参加し、文化芸術を創造することができる環境を

整備します。

　近年、急速に進行している少子化に的確に対応していくため、保健・福祉、雇用、教育、

住宅などの幅広い分野にわたる総合的な対策を推進します。特に、平成16年度までに保育

所を中心に15万人の受入児童数の増大を図る待機児童ゼロ作戦の推進や放課後児童クラブ

の拡充などに力を入れ、子育てを支援してまいります。

　〔安全保障と危機管理の基本姿勢〕

　文明社会に対する重大な挑戦であるテロとの闘いは、国民の安全を確保するため、我が

国自身の問題であり、その防止、根絶に向け、国際的連帯の下、主体的に取り組まなけれ

ばなりません。我が国は、既に、米軍の活動に対する協力支援活動や被災民救援活動など

を行っています。今後は、国連安保理決議の実施やテロ防止諸条約の締結、履行などを通

じて、資金対策、出入国管理強化、ハイジャック防止などを始めとする国際的な取組に引

き続き積極的に参画してまいります。

　世界の平和と安全の実現のため、テロ対策に加え、大量破壊兵器などの軍縮・不拡散、

対人地雷の問題にも着実に取り組みます。さらに、先般の国際平和協力法の改正も踏まえ、

国連平和維持活動に貢献してまいります。３月には自衛隊施設部隊を東チモールのPKO

へ派遣する予定です。

　テロや武装不審船の問題は、国民の生命に危害を及ぼし得る勢力が存在することを改め

て明らかにしました。備えあれば憂いなし、平素から、日本国憲法の下、国の独立と主権、

国民の安全を確保するため、必要な体制を整えておくことは国としての責務です。どのよ

うな理念と方針の下で具体的な制度を作っていくのかを明らかにし、国民の十分な理解を



得ることが必要不可欠です。国民の安全を確保し、有事に強い国づくりを進めるため、与

党とも緊密に連携しつつ、有事への対応に関する法制について取りまとめを急ぎ、関連法

案を今国会に提出します。

　〔外交の基本姿勢〕

　我が国の安全と繁栄は、国際社会の平和と繁栄なくして実現できません。基本的人権の

尊重と民主主義、市場経済と自由貿易を基調としつつ、多様な文化や価値観が相互に尊重

され、人間一人一人の幸福と尊厳が守られる国際秩序の発展に向けて積極的に取り組みま

す。そのため、各国と幅広い協力関係を発展させていくとともに、安保理改革を始めとす

る国連の機能強化に向けた取組に努めてまいります。

　我が国は、昨年12月に発足したアフガニスタン暫定政権を支援し、真の安定の達成に向

け、積極的に人道・復興支援を行ってまいります。我が国が主催したアフガニスタン復興

支援国際会議において発表したとおり、今後、難民、避難民の再定住、地域共同体の再建、

地雷、不発弾の除去、保健・医療、教育、女性の地位向上などの問題などを重点分野とし、

幅広い支援を実施していく考えです。

　日米関係は、ますます緊密になっています。今月には、訪日されるブッシュ大統領と会

談します。昨年６月の首脳会談において一致した戦略対話の強化に引き続き努め、日米安

保体制の信頼性を向上させるとともに、両国の持続可能な経済成長を図るため、成長のた

めの日米経済パートナーシップを通じた建設的な対話を行ってまいります。

　また、本土復帰30周年を迎える沖縄の更なる振興に取り組みます。普天間飛行場の移設・

返還を含め、沖縄に関する特別行動委員会最終報告の実施に全力で取り組み、沖縄県民の

負担軽減へ向けた努力を継続するとともに、沖縄の経済的自立を支援します。

　私は、先月、ASEAN5か国を訪問し、率直なパートナーとして、ともに歩みともに

進むとの基本理念の下で、拡大した東アジアのコミュニティーづくりを目指すとの考えを

表明しました。その具体化に向け、今回の訪問によって築いた各国首脳との信頼関係の下、

日・ＡＳＥＡＮ包括的経済連携構想を始めとするアジア近隣諸国との関係強化の取組を着

実に進めてまいります。

　中国は、昨年ＷＴＯに加盟し、今後、我が国を始めとする国際社会との関係において一

層建設的な役割を果たしていくことが期待されます。国交正常化30周年の記念すべき年に

当たる本年、「日本年」・「中国年」事業などを通じ、次の世代を担う若い人々を中心とし

た交流の輪を広げ、最も重要な２国間関係の一つである日中関係の基盤を一層確固たるも

のとするよう努めます。

　韓国との間では、ワールドカップサッカー大会を共催します。ビザの大幅緩和、航空輸

送力の増強と相まって、両国間の人の往来が一層促進されることを期待します。また、日

韓国民交流年の関連行事として多彩な文化交流事業も行われます。手を携えてこれらを成

功させ、本年を日韓の協力関係にとってそのきずなをより深める年となるよう努めてまい

ります。

　北朝鮮をめぐっては、安全保障上及び人道上の難しい問題が存在しています。日米韓の

緊密な連携を維持しつつ、今後とも日朝国交正常化交渉の進展に粘り強く取り組み、諸問

題の解決を目指します。



　プーチン大統領の下、ロシアは国内改革を着実に進め、また、国際社会の中で一層建設

的な役割を果たしつつあります。こうしたロシアの変化を支持し、幅広い分野で協力を推

し進め、確固たる信頼関係を構築していく必要があります。平和条約締結問題は、北方四

島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの一貫した方針の下、精力的に交渉を進

めます。

　昨年12月に発表した日・ＥＵ協力のための行動計画の実施などを通じて、国際社会にお

ける重要性を増している欧州諸国との関係を更に発展させてまいります。

　我が国は、自らの再生に取り組むと同時に、世界経済の安定に向けふさわしい役割を果

たしていかなければなりません。そのため、ＷＴＯ新ラウンドの交渉に積極的に参加し、

開発途上国の関心や懸念にも配慮しつつ、世界貿易の一層の自由化とＷＴＯルールの強化

を図ってまいります。あわせて、先般のシンガポールとの間の経済連携協定の署名を踏ま

え、今後、多くの国、地域との経済連携を進めてまいります。

　今回、私は、外務省の体制を一新することとしました。新しい体制の下、山積する外交

課題に取り組むとともに、内外の信頼を一刻も早く回復するよう、外務省改革を強力に進

めてまいります。

　〔むすび〕

　昨年６月から始めたタウンミーティングは47都道府県を一巡し、小泉内閣は多くの国民

と活発な対話を行うことができました。今後も多様な形で対話を継続します。

　いかなる政策も政治に対する国民の信頼なくして実行できません。構造改革の実現のた

めには、まず、国会議員が率先して範を示し、国民とともに改革に立ち向かっていかなけ

ればなりません。

　政治に対する国民の信頼を裏切る行為が相次いで生じていることは極めて残念です。こ

うしたことが今後繰り返されないよう、政治倫理確立のための法整備について、国会にお

いて十分議論されることを期待します。また、公共工事をめぐる不正を防止するため、昨

年４月に施行した入札契約適正化法の徹底を図ります。

　私は、初めての所信表明演説で、改革に立ち向かう決意を国民に問い掛けました。さき

の臨時国会における演説では、変化を恐れない勇気を求めました。改革の痛みが現実のも

のとなりつつある今、これまで様々な苦境を乗り切って新しい時代を切り開いてきた日本

と日本人を信じ、未来への希望を決して失わない強さを改めて求めたいと思います。

　これまで不可能と思われていた改革が、国民の幅広い支持によって着実に実現の方向に

向かっています。国家の発展のため不可欠のものは、自らを助ける精神と自らを律する精

神であり、改革の原動力は国民一人一人です。

　終わりに、一つの歌を御紹介したいと思います。昭和21年正月、歌会始に詠まれた昭和

天皇の御製であります。

　　ふりつもるみ雪にたへていろかへぬ松そをゝしき人もかくあれ

　終戦後、まだ半年もたたないときに、皇居の松を眺めて詠まれたものと思われます。雪

の降る厳しい冬の寒さに耐えて青々と成長する松のように、人々も雄々しくありたいとの

願いを込められたものと思います。

　明治維新の激動の中から近代国家を築き上げ、第２次大戦の国土の荒廃に屈することな



く祖国再建に立ち上がった先人たちの献身的努力に思いを致しながら、我々も現下の難局

に雄々しく立ち向かっていこうではありませんか、明日の発展のために、子供たちの未来

のために。

　国民並びに議員各位の御協力を心からお願い申し上げます。

(3)外交演説

　　　　　外務大臣　　川口順子君　　　　　　　　　　　　　　平成14年２月４日

　このたび、私は外務大臣を拝命いたしました。

　私は、これまで改革を断行する小泉内閣の一員として、私たちがより良い環境を享受で

きるような政策の策定と実施に努めてまいりました。これからは、平和で安定し、かつ繁

栄する国際社会の実現を目標として日本外交のかじ取りに取り組むことになります。

　現在、様々な外交課題が山積しておりますが、私は、先人たちが築き上げてきた外交路

線をしっかり継承するとともに、新しい時代に対応した外交を積極的に展開するため、全

力で取り組んでまいります。

　〔序〕

　外交の任を担っていく上で重要なことは、外交が国民に理解され、国民に支持されなく

てはならないということです。私は、昨年の一連の不祥事を踏まえ、何よりも外務省改革

の実施が重要と考えています。

　この点については、外務大臣就任に当たって総理大臣よりいただいた御指示に従って、

改革を力強く実施してまいります。特に外交に関する意見は、幅広く謙虚に拝聴するとと

もに、不当なものは受け入れず、外交への特定の圧力を排除します。また、国民の目から

見て外務省の体質、仕事ぶりが国民の期待に沿うようにしてまいります。

　〔国際テロリズムとの闘い〕

　昨年米国で発生した同時多発テロは、新たな安全保障上の脅威を改めて私たちに認識さ

せました。テロの防止、根絶に取り組むことは不可欠であり、我が国も、テロとの闘いを

自らの問題ととらえ、この闘いに向けた国際的な連帯の強化に努めるとともに、テロ対策

特措法を成立させ、協力支援活動、被災民救援活動を積極的かつ主体的に実施してきてお

ります。

　一方で、テロとの闘いは軍事行動だけではなく、幅広い分野における息の長い取組が必

要です。特にテロ資金対策については、昨年署名したテロ資金供与防止条約を早期に締結

するとともに、同条約及び関連国連安保理決議を誠実に履行するための法制の整備などを

進めることが必要であり、早急に国会にお諮りいたします。

　さらに、今回の事態により困難に直面しているアフガニスタン及びその周辺国並びにこ

れらの国々にいる被災民に対しても、細やかな目配りを行いつつ、将来における紛争の発

生を防止し、地域全体の安定を図ることができるよう、積極的に支援していく必要があり

ます。



　このような考えに基づき、先日、我が国は、米国、ＥＵ及びサウジアラビアとの共同議

長の下、東京においてアフガニスタン復興支援国際会議を開催しました。

　同会議において発表したとおり、難民帰還・地域社会再建、地雷除去、保健・医療、教

育、女性の地位向上、メディア・インフラの整備等の分野を中心に、２年半で最大５億ド

ルの対アフガニスタン支援策を実施していきます。

　なお、ＮＧＯ参加問題をめぐる混乱については、今会議の大きな成果に水を差す結果と

なり、外務省としては率直に反省しています。アフガニスタン復興支援におけるＮＧＯの

果たす大きな役割にかんがみ、外務省としてはＮＧＯとの連携協力に一層努めてまいりま

す。

　〔主要国・地域との関係強化及び地域情勢〕

　様々な課題に直面する21世紀においても、我が国外交の基軸である日米関係は引き続き

極めて重要です。

　今月にはブッシュ大統領の訪日も予定されており、我が国は、今後とも幅広い分野で両

国間の対話及び政策協調を進めるとともに、日米安保体制の信頼性の向上に努め、アジア

太平洋地域の平和と安定の礎である日米同盟の一層の発展を図ります。また、沖縄県の方々

が我が国全体の平和と安全のために背負っておられる御負担を軽減していくため、普天間

飛行場の移設・返還を始めとする沖縄に関する特別行動委員会最終報告の着実な実施に努

める等、誠心誠意努力してまいります。さらに、今後の世界経済の見通しが不確実な中で、

日米両国経済及び世界経済の持続可能な成長を達成していくためにも、成長のための日米

経済パートナーシップを通じた日米間の建設的な対話を進めていくことが重要です。

　基本的人権の尊重、民主主義、市場経済、自由貿易を基調とし、安定し、繁栄するアジ

ア太平洋地域を実現することは、国際社会全体の平和と繁栄にとっても非常に有意義です。

　こうした観点からも、中国と安定した友好協力関係を構築することが不可欠です。中国

が安定的に発展するとともに、今般のＷＴＯ加入等を通じて国際社会において一層建設的

な役割を果たすことが重要であり、そのためにも昨年策定した対中国経済協力計画に沿っ

て可能な支援を行っていきます。本年は、日中国交正常化30周年を記念し、中国において

「日本年」、我が国において「中国年」の諸活動が展開されます。これらの活動等を通じて、

特に若い世代を中心に相互理解、相互信頼の一層の増進を図り、日中関係の更なる発展に

努めていく考えです。

　基本的価値を共有し、我が国にとって政治、経済上、極めて重要な隣国である韓国との

関係では、昨年10月の２回の首脳会談が日韓関係を更に発展させるための重要な契機とな

りました。本年は、ワールドカップサッカーを日韓で共催する年であり、また、国民交流

年でもあります。我が国は、これらを成功に導き、日韓関係を盤石なものにすべく、全力

を尽くしていく考えです。朝鮮半島については、南北間の対話が継続されることを期待し

ています。我が国としては、引き続き韓国及び米国との緊密な連携を維持しつつ、日朝国

交正常化交渉に粘り強く取り組む考えです。こうした対話の中で、北朝鮮との安全保障上

及び人道上の諸問題の解決に向け努力していきます。

　プーチン大統領の下、国内改革を進め、国際社会と建設的な関係を積極的に構築しつつ

あるロシアとの関係では、一昨日、イワノフ外務大臣との会談を行ったところですが、我



が国は、こうしたロシアの変化を支持し、幅広い分野で日ロ関係の進展に努めていきます。

平和条約締結交渉については、北方四島の帰属の問題を解決し、平和条約を締結するとの

一貫した方針の下、交渉を進めていく考えです。

　先般の総理大臣の東南アジア訪問は、この地域の安定と繁栄にとって重要なASEAN

諸国との幅広い協力を強化していくための重要な機会となりました。今後ともASEAN

諸国との協力を土台に、ＡＳＥＡＮプラス３、日中韓３国間協力、ＡＳＥＡＮ地域フォー

ラム、アジア太平洋経済協力といった地域的な枠組みの重層的な発展に努めてまいります。

また、先般署名された日・シンガポール経済連携協定は、貿易の自由化、円滑化のみなら

ず、金融、情報通信等幅広い分野での２国間の経済連携を強化するものであり、今後、我

が国とアジア諸国、豪州、ニュージーランド等との経済関係を強化していく方途の一例で

す。

　アジアの主要な民主主義国であるインドとの関係では、先般のバジパイ首相の訪日の際

に発出された日印共同宣言に基づき、今後、グローバルパートナーとして、経済分野に加

え、政治・安全保障分野においても協力を推進していきます。

　ＥＵの拡大深化が進展しつつある欧州との関係はますます重要です。今後とも、昨年よ

り開始した日欧協力の10年の下、日・ＥＵ協力のための行動計画を着実に実施し、日欧間

に一層緊密かつ具体的な協力関係を構築するとともに、アジア欧州会合を通じたアジアと

欧州との対話の促進に努めていく考えです。

　地域情勢については、特にパレスチナ情勢を深く憂慮しております。暴力の悪循環を断

ち切り、対話と交渉により問題を解決するよう、我が国は、米国を始めとする国際社会と

協調しつつ、改めて当事者に対し自制と対話を呼び掛けます。また、緊張の見られるイン

ド・パキスタン間の関係については、両国が我が国を含む国際社会からの働き掛けにこた

えて更なる努力を継続し、両国間の対話が速やかに再開されるよう引き続き働き掛けます。

　〔国際社会の安定と繁栄の実現に向けた取組〕

　国際社会の安定の実現には、紛争予防への積極的な取組が不可欠です。我が国は、これ

までも、国連、G8、ARF等において、関係国、国際機関、ＮＧＯ等と協力しつつ、紛

争の発生を未然に防止するよう取り組んできました。今後とも、このような取組を一層強

化してまいります。

　紛争が発生した場合には、国際社会が一致団結して紛争の拡大防止と解決に努めるとと

もに、被災民に対する支援に努めることが必要です。特に、紛争の解決と再発防止に当たっ

ては、国連を中心とした国際平和のための努力が引き続き重要であり、我が国は、３月に

東チモールに自衛隊の施設部隊を派遣すべく準備しております。また、先般の国際平和協

力法の改正を踏まえ、今後とも、国連平和維持活動等に一層積極的に参加していく考えで

す。

　核・生物・化学兵器などの大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散防止は、対テロの視点か

らも極めて重要です。また、対人地雷や小型武器の問題等の実践的な取組の強化も重要で

す。我が国は、軍縮・不拡散の取組強化のため積極的にイニシアチブを発揮してまいりま

す。

　ますます多様化、複雑化する国際社会の諸課題に一層効果的に対応するためには、安保



理改革を始めとする国連の機能強化が不可欠です。我が国は、安保理改革が実現する暁に

は、常任理事国として一層の責任を果たしたいと考えています。

　国際社会の安定と繁栄を実現するためには、アフリカを始めとする開発途上地域におけ

る貧困削減や開発支援への取組を無視することはできません。昨年末、我が国は、国連、

世銀等とともにアフリカ開発会議閣僚レベル会合を開催しました。今後とも、T I CAD

Ⅲ開催等を念頭に置きつつ、開発途上国自身の貧困削減に向けたイニシアチブを積極的に

支援していきます。

　世界経済に安定と活力をもたらす上で、多角的貿易体制の強化は非常に重要です。昨年

のＷＴＯ第４回閣僚会議で新ラウンド交渉の開始が合意され、中国と台湾のＷＴＯ加入が

実現したことは、世界規模での持続的な経済成長を達成していく上で意義深いものです。

我が国は、今後、ＷＴＯ新ラウンド交渉に積極的に参加し、開発途上国の関心や懸念にも

配慮しつつ、世界貿易の一層の自由化とＷＴＯルールの強化を図っていく考えです。

　環境問題は、人類の生存に対する脅威となり得るもので、外交課題としても極めて重要

です。私は、前職での経験も生かし、積極的に取り組んでいきます。特に、地球温暖化問

題に関しては、今国会において京都議定書の締結につき御承認いただくことを目指します。

また、米国の建設的な対応を引き続き求めるとともに、開発途上国も含めた国際的ルール

の構築に向け最大限努力していきます。さらに、本年ヨハネスブルグで行われる持続可能

な開発に関する世界サミット等の場を通じて、環境と開発の両立を各国に訴えていく考え

です。

　ＯＤＡは、国際社会の安定と繁栄の実現に向け取り組むに当たって極めて重要な手段で

す。アジアの平和と繁栄、アフガニスタンの復興、環境や感染症を始めとする地球規模の

課題の解決等に向け、国際社会の我が国に対する期待は極めて大きく、こうした期待に積

極的にこたえることこそ我が国への信頼と尊敬の糧となるものです。厳しい経済・財政状

況を踏まえつつ、ＯＤＡを最大限戦略的かつ効果的に活用してまいります。

　〔結語〕

　以上、我が国の外交の基本方針について申し述べてまいりました。新たな世紀を担って

いく子供たちに平和で安定した世界を引き継ぐためにも、私たちは、すべての人があまね

く幸福を享受し、人間一人一人の生命と尊厳が守られるような時代を築き上げていかねば

なりません。そのために、国際社会は、市民の生存、生活と尊厳を脅かすテロの脅威を取

り除くための対策を講ずるとともに、基本的人権の尊重、民主主義、市場経済、自由貿易

を基調とした政治経済体制をますます発展させる必要があります。あわせて、異なる文化

や文明、歴史への深い理解と、互いの違いを認めつつも、共通の価値を見いだすための対

話を深め、人々が平和の下に共存できる社会を構築することが極めて重要です。私は、こ

うした目標の実現に向け、全力で取り組んでいくつもりです。国民の皆様と議員各位の御

支援と御協力を心からお願い申し上げます。



(4)財政演説

　　　　　財務大臣　　塩川正十郎君　　　　　　　　　　　　　平成14年２月４日

　平成14年度予算の御審議に当たり、今後の財政政策等の基本的な考え方について所信を

申し述べますとともに、予算の大要を御説明いたします。

　〔はじめに〕

　我が国経済は、バブル経済崩壊後、長期にわたる低迷を続けておりますが、その背景に

は、不良債権問題のほか、内外の構造変化が急速に進む中、経済社会の様々なシステムが

うまく機能しなくなっていることがあると考えております。このような状況の中、日本経

済を活性化させ、我が国の持つ潜在力を発揮できる経済社会の枠組み作りが求められてお

ります。

　こうした認識の下、私は、以下に述べる諸問題に着実かつ的確に取り組み、改革の実を

上げてまいる所存であります。

　〔財政構造改革等〕

　第１の課題は、各般の構造改革の一環として財政構造改革に取り組むことであります。

　我が国経済の再生のためには、個人や企業自らがその持てる力を存分に発揮することが

不可欠であり、政府の役割としては、そのための環境を整えることが重要であります。

　財政構造改革は、歳入歳出両面にわたる不断の見直しを通じて、政府が真に必要な公共

サービスを効率的かつ安定的に提供できるようにするとともに、民間の活力を引き出すこ

とが本来の目的であると考えております。

　こうした考え方に立ち、平成14年度予算編成に当たっては、国債発行額30兆円以下との

目標を掲げ、５兆円を削減しつつ重点分野に２兆円を再配分するとの方針の下、歳出の一

層の効率化を進める一方、予算配分を少子高齢化への対応、科学技術、教育、ＩＴの推進

等の重点分野に大胆にシフトいたしました。また、特殊法人等への財政支出については、

事務事業の抜本的見直しの結果等を反映し、一般会計、特別会計合わせて１兆1,000億円

を超える削減を実現しております。

　なお、経済情勢に対応し、平成13年度第１次補正予算においては雇用対策等に重点を置

き、第２次補正予算においては経済効果の高い施策を緊急実施すべく、編成したところで

あります。政府としては、これらの速やかな執行に努めるとともに、平成14年度予算と併

せて切れ間なく対処していくつもりであります。

　我が国の財政事情は、平成14年度末の国、地方の長期債務残高が693兆円に達する見込

みであるなど、G7諸国の中で最悪の状況にあります。今後の財政運営に当たっては、先

般閣議決定された｢構造改革と経済財政の中期展望｣を踏まえ、歳出の質の改善や抑制等

を推進するとともに、受益と負担の関係についても引き続き検討を行いつつ、プライマリー

バランスの回復に努めてまいる所存であります。

　〔あるべき税制の構築〕

　第２の課題は、抜本的な税制改革に取り組むことであります。

　平成14年度税制改正においては、連結納税制度を創設するとともに、中小企業関係税制

として、同族会社の留保金課税の軽減及び取引相場のない株式等について相続税の軽減措



置等を講じることといたしております。

　また、老人等の少額貯蓄非課税制度を障害者等を対象とした制度に改組するほか、租税

特別措置を大幅に見直すとともに、沖縄の経済振興のための税制上の措置を講じることと

しております。

　税制改革は、これからの経済再生にとって国民の活力をいかに引き出すかという観点か

らも、政府が取り組んでいる構造改革の柱の一つとして極めて重要な意義を有するもので

あります。

　ここ数年にわたり、恒久的減税の実施など、税制においても景気に最大限配慮してまい

りました。その結果、我が国の租税負担率はG7諸国で最低の水準となっております。ま

た、働いている人のうち４分の１が所得税を負担しておらず、250万法人のうち３分の２

が法人税を負担していません。租税は公的サービスを皆で広く公平に支えていくための会

費であることに思いを致すならば、全体としての租税負担の在り方、また、いわゆる租税

負担の空洞化ともいうべき状況について議論することが必要であると存じます。

　また、個人や企業の経済活動が多様化する中で、経済の活力を高めていくためには、個

人や企業の自由な選択を妨げず、これを最大限尊重することが重要であります。 21世紀に

おいては、経済活動に中立でゆがみのない、簡素で分かりやすい税制の構築が求められる

とともに、少子高齢化、グローバル化、情報化などの構造変化にも的確に対応した税制の

改革が必要となっています。

　今後、政府税制調査会において、また経済財政諮問会議等と連携しつつ、あるべき税制

の構築に向けて、広く税制上の課題について取り組んでいただき、６月ごろを目途に基本

的な方針を示していただきたいと考えております。あわせて、幅広い国民的な議論を期待

しております。

　その後、この基本的な方針を踏まえ、まずは当面対応すべき課題について年内に取りま

とめ、平成15年度以降、実現してまいりたいと考えております。

　〔世界経済の安定と発展への貢献〕

　第３の課題は、世界経済の安定と発展に貢献することであります。

　経済のグローバル化が進む中で、自由で公正な国際経済社会の実現に向けて各国が協力

して取り組んでいくことが重要であり、我が国としても、G7財務大臣・中央銀行総裁会

議等において、世界経済の安定と発展に向けて政策協調を進めてまいります。加えて、地

域協力の働きが更に進展しつつあることを踏まえ、アジアにおける通貨、金融の安定に向

けて一層の貢献を行ってまいります。

　また、多角的貿易体制の維持強化のため、ＷＴＯ第４回閣僚会議において立ち上げが合

意された新たな多角的貿易交渉に、我が国としても積極的に取り組んでまいります。あわ

せて、これを補完し、世界の貿易自由化を促進するとの観点から、２国間の自由貿易協定

にも取り組んでおり、先般、日本・シンガポール新時代経済連携協定の締結に至りました。

　平成14年度関税改正においては、同協定締結に伴う所要の改正や塩の輸入自由化に伴う

関税措置の導入等を行うことといたしております。

　なお、昨年９月の同時多発テロ事件を受け、テロ資金対策のための国際的な取組が進め

られております。我が国としても、テロ対策の一環として、外国為替及び外国貿易法の一



部を改正する法律案を今国会に提出することといたしております。

　〔平成14年度予算の大要〕

　次に、今国会に提出しております平成14年度予算の大要について御説明いたします。

　まず、歳出面については、一般歳出の規模は47兆5,472億円となり、前年度当初予算に

対して2.3％の減少となっております。

　国家公務員の定員については、9,271人に上る行政機関職員の定員の縮減を図っており

ます。補助金等についても、その整理合理化を積極的に推進しております。

　一般会計全体の予算規模は81兆2,300億円、前年度当初予算に対し1. 7％の減少となって

おります。

　次に、歳入面について申し上げます。

　租税等については、さきに申し述べました税制改正を織り込み、46兆8,160億円を見込

んでおります。また、その他収入については、外国為替資金特別会計からの繰入れの増額

等により、４兆4,140億円を見込んでおります。

　公債発行予定額は、前年度当初予算より１兆6,820億円増額し、30兆円となっておりま

す。特例公債の発行等については、別途所要の法律案を提出し、御審議をお願いすること

といたしております。

　財政投融資計画については、財政投融資改革、行財政改革の趣旨を踏んまえ、全体規模

を縮減しつつ、対象事業の重点化を図るとともに、現下の社会経済情勢にかんがみ、真に

必要と考えられる資金需要には的確に対応することといたしております。その規模は26兆

7,920億円となり、前年度当初計画に対しまして17. 7％の減少となっております。

　次に、主要な経費について申し述べます。

　社会保障関係については、将来にわたり持続可能で安定的、効率的な社会保障制度を構

築する観点から医療制度改革等を行うとともに、少子高齢化や厳しい雇用情勢等に対応す

るための措置を推進することといたしております。

　公共投資関係については、その水準を全体として縮減しつつ、循環型経済社会の構築な

ど環境問題への対応、都市の再生等、平成14年度予算編成の基本方針に掲げられた７分野

への重点化を行っております。

　文教及び科学振興費については、創造力と活力に富んだ国家を目指して、確かな学力の

育成等、教育改革の推進のための環境整備、高等教育、学術研究の充実、競争的資金の拡

充等による科学技術の振興等に努めております。

　防衛関係費については、各種事態への対応等、中期防衛力整備計画に掲げられた重要課

題にこたえつつ、効率的で節度ある防衛力整備を行うことといたしております。

　農林水産関係予算については、農業構造の改革を推進するため、意欲と能力のある経営

体への施策の集中に努めるとともに、林野・水産分野における新たな基本法を踏んまえた

施策の展開等を図っております。

　経済協力費については、全体の量的規模を縮減しつつ、アフガニスタン及びその周辺国

支援への対応等、援助対象分野等の重点化を図っております。

　エネルギー対策費については、地球温暖化問題への対応等、総合的なエネルギー対策を

着実に進めております。



　中小企業対策費については、創業、経営革新の推進や中小企業に対する円滑な資金供給

を確保するための基盤強化への重点化を図っております。

　地方財政については、国の歳出の見直しと歩調を合わせつつ、地方の歳出の見直しを行

うとともに、財政の更なる透明化を推進する観点から、交付税及び譲与税配付金特別会計

における借入金を縮減しつつ、所要の地方交付税総額を確保するなど、地方財政の運営に

支障を生ずることのないように適切な措置を講じることといたしております。地方公共団

体におかれましても、歳出全般にわたる一層の見直し、合理化、効率化に積極的に取り組

まれるよう要請するものであります。

　〔結び〕

　以上、平成14年度予算の大要について御説明いたしました。本予算は、財政の節度を維

持しつつ、歳出の一層の効率化を進めるとともに、将来の発展の芽となる分野には予算を

大胆に配分するものであり、持続可能な財政への転換の第一歩であります。

　何とぞ、関係法律案とともに御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し

上げます。

(5)経済演説

　　　　　経済財政政策担当大臣　竹中平蔵君　　　　　　　　　　平成14年２月４日

　経済財政政策担当大臣として、日本経済の課題と政策運営の基本的考え方について、所

信を申し述べます。

　〔はじめに〕

　総理のリーダーシップを支える知恵の場として新たに内閣府が設置され、１年がたちま

した。経済財政運営や予算編成の基本方針などについては、内閣府に置かれた経済財政諮

問会議等で精力的な議論がなされております。私としても、改革なくして成長なしとの基

本的考え方の下、経済財政諮問会議等における審議を踏まえつつ、タウンミーティングに

おける国民の声なども反映させながら、構造改革を強力に推進しているところであります。

　〔我が国経済の現状とこれまでの経済財政運営〕

　振り返りますと、日本経済は、バブル崩壊後、10年もの長きにわたり低迷を続けてきま

した。平成11年初からの回復は短命に終わり、現在景気は悪化を続けています。

　この背景には、民間需要を低迷させる様々な不安や、民間活力発揮の機会を制限してき

た様々な要因があります。このため、政府は、構造改革への取組を抜本的に強化し、改革

なくして成長なしとの考え方の下、昨年６月に今後の経済財政運営及び経済社会の構造改

革に関する基本方針を決定しました。９月には改革工程表により構造改革の道筋を提示し、

さらに、10月には構造改革を加速するために改革先行プログラムを決定し、これを受け第

１次補正予算を編成しました。加えて、12月には経済の厳しい現状を踏まえ、構造改革を

更に加速しつつ、デフレスパイラルに陥ることを阻止するため、緊急対応プログラムを決

定するとともに、第２次補正予算を編成いたしました。



　〔構造改革が目指す日本の姿〕

　さらに、今般、｢構造改革と経済財政の中期展望｣を策定し、日本が目指す経済社会の

姿とこれを実現するための中期的な政策運営について将来展望を示したところでありま

す。この将来展望が国民によって共有され、構造改革への共感が深まることによって改革

は加速され、その実を結ぶことになると考えております。

　構造改革が目指すのは人を何よりも重視する国です。人は経済成長や付加価値の源泉で

す。日本は、高い基礎学力、豊富な金融資産、安定した社会、豊かな自然など、諸外国に

も誇り得る重要な基盤を現在も持っております。こうした基盤を生かして国民一人一人が

自らの個性と能力を十分に発揮し、新たな創造を行うことを可能にする経済社会の構築を

目指します。国民がこの国に生きることに誇りを持ち、世界の人々にとっても魅力のある

国づくりを進めていきます。こうしたことは経済の活性化にも大いに寄与するものであり

ます。

　また、21世紀において更に強まると見られるグローバル化の潮流の中で、改革を進める

ことを通じ、貿易、投資のみならず、研究開発や文化芸術、スポーツなど幅広い分野で国

民が世界の中で一層活躍、貢献できることを目指します。

　〔中期的な経済財政運営〕

　今後２年程度の集中調整期間は、中期的に民間需要主導の成長を実現するための重要な

準備期間であります。この期間において最も重要なことはデフレを克服することであり、

政府、日本銀行は一体となって強力かつ総合的にデフレの克服に向けて取り組んでまいり

ます。

　経済社会の仕組みは相互に関連し合っております。活力にあふれる民間部門と簡素で効

率的な政府を目指した構造改革に継続的に取り組むことが必要です。経済社会の仕組みを

全体として変化させることにより、日本の持つ潜在力が発揮され、経済の好循環がもたら

されます。これらの結果、当面の集中調整期間後は消費や投資が安定的に拡大し、2004年

度以降は実質１か２分の1％あるいはそれ以上の民間需要主導の着実な成長が可能である

と考えます。

　また、財政も持続可能なものとしてまいります。配分の重点化、諸制度の改革、事務事

業の効率化、ＰＦＩの活用などを中心とする財政構造改革を推進し、歳出における質の改

善と抑制を図ることにより、簡素で効率的な政府を実現します。今後約５年の間、政府の

大きさは一般政府支出規模のＧＤＰ比で見て現在の水準を上回らない程度とすることを目

指します。この結果、プライマリーバランスの赤字はＧＤＰ比で見て2006年度前後には現

状の半分程度に低下するものと見込まれます。さらに、その後も同程度の財政収支改善努

力が続けられ、民間需要主導の着実な経済成長が継続するとすれば、2010年代初頭にプラ

イマリーバランスは黒字化するものと見込まれます。

　〔平成14年度の経済財政運営の基本的態度〕

　改革と展望の初年度である平成14年度において、政府は、以下の２項目を重点として、

経済財政運営を行ってまいります。

　まず第１は、聖域なき構造改革の更なる推進であります。

　不良債権処理及び過剰債務解消については、民間金融機関等がその本来の能力を発揮で



きるよう、特別検査も活用しつつ適正な債務者区分と十分な償却、引き当ての確保を金融

機関に促すとともに、整理回収機構等を通じ企業再生に積極的に取り組みます。

　また、規制改革、特殊法人改革、財政構造改革を推進するとともに、連結納税制度の創

設等の税制改正を行います。

　さらに、地方の個性ある活性化、都市再生、科学技術の振興、少子高齢化対策、環境問

題への対応を進めてまいります。

　重点項目の第２は、世界経済の持続的発展への貢献であります。

　日本は、ＷＴＯ第４回閣僚会議で立ち上げが合意された新ラウンドに積極的に参加し、

多角的貿易体制の維持強化に貢献します。アジア太平洋地域における重層的な地域協力の

枠組みの構築等に努めることにより世界経済の持続的発展に貢献いたします。

　なお、以上の政策運営を行うに当たり、平成13年度第１次及び第２次補正予算と平成14

年度予算を一体として切れ目なく運用する所存です。また、構造改革を推進していく中で

考えられる様々なリスクに十分留意し、経済情勢によっては大胆かつ柔軟な政策運営を

行ってまいります。

　日本銀行においても、適切かつ機動的な金融政策がなされるものと承知をしております。

　以上のような政策運営によって、平成14年度は、政策展開の効果が着実に発現すること

が期待されます。加えて、米国経済の改善が見込まれることなどから、日本経済は、引き

続き厳しい状況が続くものの、年度後半には低迷を脱し、民需中心の回復に向けて緩やか

に動き出すことが期待されます。その結果、国内総生産の実質成長率は0. 0％程度と見通

されます。

　〔国民生活行政の推進〕

　聖域なき構造改革の重要なねらいの一つは、消費者・生活者本位の経済社会システムを

実現するとともに、国民の安全を確保し、安心して暮らせる社会を保障することです。こ

のため、活力ある共助の社会の構築を目指したＮＰＯ等ボランティアの活動促進、公共料

金制度改革の推進などを通じた我が国の高コスト構造の是正に取り組みます。また、消費

者政策として、消費者の安全確保、市場ルールの実効性確保、消費者教育・情報提供等を

推進し、国民が構造改革のメリットを享受できるよう努めてまいります。

　暮らしの改革という視点に立ち、未来に夢と希望が持て、安全で安心な暮らしがどのよ

うに実現していけるのか、言わば構造改革によって実現される国民生活の具体的姿を明ら

かにしていきたいと思います。

　〔将来の日本経済を左右する分水嶺としての2002年〕

　政策運営を考えるに当たり、改めて問われなければならないのは、そもそもなぜ日本経

済が10年もの長きにわたってこのような低成長に甘んじてきたのかという問題です。その

要因は、決して需要の一時的な不足、短期的な落ち込みにあったのではなく、日本全体の

生産性が中期的なトレンドとして低迷してきたことにありました。この点は、今や多くの

専門家によっても報告されています。経済財政運営の基本的立場として改めて強調される

のは、抜本的な構造改革なくして日本経済の再生と発展は絶対にあり得ないという点であ

ります。

　20世紀を代表する経済学者ジョセフ・シュンペーターは、かつて、資本主義はその成功



のゆえに失敗すると警告したと言われています。戦後の奇跡的な経済成長を可能にした従

来のシステムは、時代の要請とともに明らかに変化しなければなりません。過去の成功に

固執して、また目の前の小さな利害の喪失に固執して改革を遅らせれば、停滞の10年が停

滞の20年、30年と更に長期化し、国民全体の利益が大きく損なわれることを認識しなけれ

ばなりません。 2002年は、その意味で将来の日本経済を左右する分水嶺の年になると認識

をしています。

　周知のように、総理のリーダーシップの下、経済財政諮問会議を軸に、経済財政政策の

決定に関する新しい仕組みが整いつつあります。既に述べたように、昨年６月に構造改革

に関する基本方針を明示した上で、12月には予算編成の基本方針を示し、平成14年度予算

を編成いたしました。また、本年１月には、短期と長期、マクロ経済と財政運営の整合性

を確保しつつ、中長期的な経済財政運営を行うために、「構造改革と経済財政の中期展望」

を策定しました。さらに、構造改革に分析的な基礎付けを与え、経済財政諮問会議の審議

を分析面からサポートすべく、平成13年度年次経済財政報告を公表しております。これら

はいずれも、従来にはなかった新しい政策手法であります。

　改革本番の年となる本年、経済財政諮問会議においては、これまでの作業に加え、経済

の活性化のための戦略対応や税制の在り方、政府系金融機関の見直しといった課題につい

て、集中的な検討を進めます。今後、こうした検討を通じて、時間の掛かる改革について

は、長期の工程表を策定いたします。

　〔むすび〕

　現実に経済社会を活性化していくのは国民であり、政府が行うべきことは、国民が持て

る力を十分に発揮できるための環境整備であります。国民の皆様とともに、民が主役の経

済を目指してまいります。国民の皆様、また議員各位の御理解と御協力をお願いし、所信

の表明といたします。



　　　　　　　　　　　　【主な質疑項目・答弁の概要】

　以上の政府４演説に対する質疑は２月７日、８日に行われた。その主な質疑項目及び答

弁の概要は以下のとおりである。

――質疑者――（発言順）

江田　五月君（民主）　　　　竹山　　裕君（自保）　　　　草川　昭三君（公明）

富樫　練三君（共産）　　　　西岡　武夫君（国連）　　　　柳田　　稔君（民主）

鶴保　庸介君（自保）　　　　福島　瑞穂君（社民）

　〔政治姿勢〕

○日本の未来の姿

　明るい未来を力強く切り開いていただく担い手は、人である。わけても子供たち、青年

たちである。そういう方々の夢と希望をはぐくみ、子供たちが豊かな個性と能力を持った

人間に育つよう、全力を尽くし、そういう環境を整えることが政治の役割だと認識してい

る。このような考えの下に、努力が報われ再挑戦できる社会などを構造改革の目指す未来

の姿として国民に呼び掛けていきたい。

○アフガン復興支援会議へのＮＧＯ参加問題と外相更迭

　本件は、元々外務省内の問題であるが、これが国会の混乱を招いた。この混乱を打開す

るために取った処置である。議員が役所に意見を述べるということは結構である。与党野

党問わず、どなたでも意見を述べるのは結構であるが、それが適切であるか不適切である

かということについては役所は慎重に検討すべき問題だ。それを、今回のいろいろな問題

を契機に、外務省のみならず各役所にも指示しているところである。

○政治と金

　あっせん利得処罰法の改正については、各党会派の議論を踏まえつつ、早急に改善策を

取りまとめる必要があると考える。また、企業・団体献金や政党支部の在り方についても、

政治と金の結び付きについて国民から不信を招くことがないような仕組みにすることが必

要であり、これも各党で議論をしていただき、民主主義のコストとしての政治資金の調達

の在り方についてよく議論を進めていただきたい。

　〔経済・行財政〕

○構造改革

　国民の将来に対する不安の解消を通じ、消費、投資の経済活動を活性化するとともに、

金融機能の再生、新規成長分野への資源の投入、民間ビジネス機会の拡大による設備投資、

雇用増加、コストの低下等を通じ、中期的には景気を回復させ、持続的な経済成長を実現

する。このような考えの下に、経済・財政、行政、社会の各分野における構造改革を断行

していく。



○デフレ阻止

　金融政策による対応のみならず、政府、日本銀行が一致協力してデフレ問題に総合的に

取り組むことが必要である。緊急対応プログラムを策定し、平成13年度第２次補正予算を

編成したところであるが、今後は、14年度予算と13年度第２次補正予算とを切れ目なく執

行するとともに、構造改革を断行することにより、将来に対する国民の不安感の解消等を

通じた個人消費の回復や経済の活性化を図り、デフレ阻止に取り組んでいく。

○金融システム不安回避

　不良債権については、主要行に対する特別検査の厳正かつ的確な実施、整理回収機構等

を活用した不良債権処理と企業再生等の取組を果断に実施することにより、その処理を一

層強化していく。また、信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがある場合に

は、預金保険法において例外的措置として資本増強が可能であり、これを行う場合には、

法令に従い経営責任を明確化することが前提になると考えている。

○税制

　税制の在り方は、大変重要な構造改革の柱だと位置付けている。あるべき税制の構築に

向けて、経済財政諮問会議や政府税制調査会において、将来の税制改革について幅広く議

論をしていただきたい。簡素で公平で中立な、これからの経済活性化に向けて適切な租税

負担水準や、あるいは地方分権にふさわしい地方税の在り方をどう考えるかなど、税制全

般にわたって議論をしていただき、15年度予算に反映していきたい。

○特殊法人改革

　特殊法人等整理合理化計画の内容は、道路４公団の民営化や都市基盤整備公団、住宅金

融公庫、石油公団の廃止等、従来では考えられないような踏み込んだ改革内容になってい

る。まずは事業の徹底した見直しを行い、その結果、廃止又は民営化できない事業のうち

国の関与の必要性が高い事業について独立行政法人化することとした。独立行政法人制度

は、特殊法人にない効果が期待できるものと、これからも監視、評価を続けていきたい。

〔外交・安全保障〕

○外務省改革

　特定の方々の不当な圧力を排除し、与野党を問わず、各界各層を問わず、適切なしかる

べき意見は取り入れる、そういうことを方針としながら、外務省の体質、仕事ぶりが国民

の期待にこたえるものになるよう、きちんと反省すべきは反省する、正すべきは正すとい

う観点から改革を進めていく必要がある、そして外交の推進体制は、外務省のみならず政

府一体となって、総理官邸と一体となって万全を期すとの３点を新大臣には指示している。

○有事法制

　政府としては、日本国憲法の下、法制が扱う範囲、法制整備の全体像、基本的人権の尊

重及び憲法上の適正手続の保障等の法制整備の方針等を明らかにするとともに、個別の権



限法規の見直しを進めていきたいと考える。

　具体的検討に当たっては、与党とも協議会等の場を通じ、緊密に連携していく。

○日米関係

　日米両国の友好関係は、単に日米両国のみならず、世界の繁栄と平和にとって大変重要

なものであり、日米両国の緊密化について日本としてもこれからも努力をしていきたい。

　今月訪日されるブッシュ大統領とは忌憚のない率直な意見交換を行い、国際情勢を含む

幅広い分野について日米両国が共同して当たり、お互い平和と繁栄のために責任を果たし

ていく建設的な議論を行いたいと思っている。

○中国及び朝鮮半島との関係

　中韓両国との関係は我が国にとって極めて重要である。引き続き両国との関係発展に努

めていく。ＷＴＯに加盟した中国との間では、双方に利益のある形で経済関係を発展させ

ていくため、各方面での対話の強化とともに、貿易紛争の防止に努めていく考えである。

北朝鮮については、今後とも日朝国交正常化交渉の進展に粘り強く取り組み、拉致問題を

始めとする人道上の問題や安全保障上の問題の解決を目指していく考えである。

　〔社会保障〕

○医療制度改革

　患者、加入者、医療機関の３者が負担を分かち合うという方針の下に、診療報酬の引下

げを行うとともに、サラリーマンについても、また高齢者についても相応の負担をお願い

することが必要と考える。あわせて、診療情報、医療機関情報に関する規制改革や健康づ

くりを推進することとしている。同時に、医療保険制度の体系、高齢者医療制度、診療報

酬体系の見直しなどの課題についても更に検討を進め、基本方向を明らかにしていきたい。

○母子家庭対策

　母子家庭の自立促進のため、相談機能の強化を図るとともに、子育て支援策、就労支援

策、養育費の確保策、経済的支援策などについて見直し、母子家庭の総合的な施策の展開

を図るための法改正を行っていきたい。この中で、児童扶養手当制度については、児童の

福祉や自立が困難な者についてきめ細かな配慮をしつつ、母子家庭の自立が一層促進され、

また、制度そのものが厳しい財政状況の中でも維持可能なものとなるようにしていきたい。

　〔雇用〕

○ワークシェアリング

　ワークシェアリングの検討に当たっては、少子高齢化の進展や経済・産業構造の変化と

いった我が国が置かれた状況を踏まえつつ、我が国に適したワークシェアリングの在り方

を考えていく必要がある。このため、現在、政労使ワークシェアリング検討会議において

その基本的な考え方について検討を行っているところであり、本年３月を目途に政労使の

間で合意を得ることができるよう、積極的に取り組んでいく。



　〔農林水産業〕

○食の安全

　国民に安心して食の不安を解消していただけるためにも、食の安全の一層の確保に最善

を尽くしていく必要がある。畜産・食品衛生行政の改革を目指し、BSE問題に関する調

査検討委員会の報告なども得て、食の安全と安心を確保する仕組み作りについて真剣に取

り組んでいく。　JAS法など食品の表示制度を見直し、食品衛生法等に基づく規制、基準

の遵守の徹底を図るなど、消費者の安心と信頼の回復に総力を挙げて取り組んでいきたい。

〔教育〕

　我が国の教育は経済社会の発展の原動力になってきたと思う。しかし、一方、過度の画

一主義による個性、能力に応じた教育が軽視されているという批判もいろいろ指摘されて

いる。今後の教育改革の一環として、子供たちが日本としての誇りと自覚を持ち、新たな

る国づくりを担うことのできる豊かな個性と能力を持った人間に育つよう、教育改革の推

進に全力を尽くしていきたい。

　〔その他〕

○不審船事案

　今回の事案において、海上保安庁は、不審な外国漁船を発見した水域が我が国の排他的

経済水域であることを十分認識の上、国際法及び国内法にのっとり適正に対処したと承知

している。海上における警察活動は、第一義的には海上保安庁が行うものであるが、今後、

今回の経験を踏まえて、自衛隊との連携等の問題については、運用面、法制面の両面から

更に見直しを進めていきたい。

○人権委員会

　人権救済機関として新たに設置することとしている人権委員会は、いわゆる独立行政委

員会であり、その構成と運営に関し高い独立性、第三者性を確保するとともに、人権救済

手続も抜本的に整備することを予定しているところであり、これらを通じて実効的な人権

救済制度が構築されるものと考えている。

○選択的夫婦別姓

　この問題は、婚姻制度、家族の在り方と関連する重要な問題であるから、国民の意識動

向や各党会派の議論の推移を踏まえて、更に検討を進めていきたいと考える。




